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はじめに 

 

 令和２年度から、本校では、小学部から高等部に在籍する児童生徒と保護者、教職員に向け、「進

路の手引き」を配付しています。時和特別支援学校の前身である県立鶴南特別支援学校時津分教

室は、平成１８年４月に県立盲学校内に小学部が、平成２４年４月に中学部が開設されました。平成２

７年４月から分校となり、併せて高等部も設置されました。そして、平成２９年度に第１期生３名が高等

部を卒業し、時津分校の児童生徒数は、三つの学部で１２０名を超え、令和５年３月には、時津分校が

本校化し、「時和特別支援学校」になることが県議会で議決されました。令和６年４月から、時和特別

支援学校として、新たなスタートを切りました。卒業生も社会人として日々、目標に向かって頑張ってい

ます。 

 

「進路指導」と聞いて、小学部や中学部段階では、「まだ早いのでは」「そのときになってからでい

いか」と思われるかもしれません。しかし、時和特別支援学校では、進路に関するテーマを、小学部で

は「知る」「見る」「興味をもつ」、中学部では「知る」「見る」「体験する」、高等部では「知る」「広げる」

「決める」と定め、早期からのキャリア教育の推進に取り組み、一人一人の自立と社会参加に向けて、

身に付けてほしい力を育んでいます。 

各部に共通して「知る」というテーマを設けている理由としては、我々教師は、在学中、及び高等部

卒業後の福祉に関わる制度やサービス内容について、小学部の段階から生活年齢と発達段階に応

じた指導をしていく必要があると考えていることが挙げられます。小学部の段階から青年期の姿をイメ

ージし、少しでもこれらの情報をこの手引きからお届けできればと考えました。 

 

また、令和７年１０月から「就労選択支援」という新しい障害福祉サービスが始まりました。

卒業後に就労継続支援Ｂ型やＡ型の利用を希望する場合、原則として事前にこのサービスを

受けることが必要になります。高等部在学中から利用できるサービスですので、早めに担任に

ご相談ください。詳しくは本手引きのＰ１４〜１６「新制度 就労選択支援について」をご覧

ください。 

 

進路指導は「高等部になってから」と思いがちですが、小学部に入学した時点から高等部卒業後

の進路について少しずつ家庭と学校が足並みをそろえて指導していくことが大切です。保護者の皆様

の御理解と御協力をよろしくお願いします。 

 

長崎県立時和特別支援学校 進路指導部 



 

 

3 

 障害者総合支援法について  

 

（１）障害者総合支援法の概要 

 障害福祉に関わる新しい法律が制定され、２０１３（平成２５）年４月１日に施行されました。その概要につい

て、一部、掲載します。 

 

法律名 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法） 

※平成２１年 障害者自立支援法 廃止 平成２２年～２４年 整備法（つなぎ法） 

基本理念 

法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及

び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われること

を法律の基本理念として新たに揚げる。 

※今までは「自立」を目的としていたが、新法では「個人としての尊重」を目的としている。 

障害者（児） 

の範囲 

障害者の範囲に難病等を加えた。 （例）パーキンソン病、ベーチェット病 等 

※難治性疾患克服研究事業の対象である１３０疾患と関節リウマチの患者を対象。 

障害支援 

区分の創設 

従前：「障害程度区分」→平成２６年４月１日以降：「障害支援区分」・・・障害の程度（重さ）で

はなく、標準的な支援の度合いを示す区分であることが分かりにくかったため。 

 

 

 

 

 

 

障害者に 

対する支援 

① 重度訪問介護の対象拡大（平成２６年４月１日施行） 

・・・厚生労働省令において、従前の重度の肢体不自由に加え、重度の知的障害者・精神障

害者に対象を拡大。 

② 共同生活介護（ケアホーム）の共同生活援助（グループホーム）への一元化（平成２６年４月

１日施行） 

③ 地域移行支援の対象拡大（平成２６年４月１日施行） 

・・・入所している障害者、精神科病院に入院している精神障害者に加えて、その他重点的な

支援を要するものであって、厚生労働省令で定めるもの（保護施設、矯正施設等を退所する

障害者など） 

④ 地域生活支援事業の追加（平成２５年４月１日） 

・・・市町村が実施する地域生活支援事業の必須事業として、以下の事業を追加。 

（１） 障害者に対する理解を深めるための研修・啓発 

（２） 障害者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援 

（３） 市民後見人等の人材の育成・活用を図るための研修 

（４） 意識疎通支援を行う者の養成 

※障害者自立支援法の骨格はそのままにして、内容や在り方など細かな部分が少しずつ変更されています。詳しく

知りたい方は、厚生労働省のホームページも参考にしてください。 
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（２）障害者総合支援法の主なポイント 

① 障害の種別（身体障害・知的障害・精神障害）にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用で

きるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、施設・事業を再編した。 

② 障害のある人々に、身近な市町村が責任をもって一元的にサービスを提供する。 

③ サービスを利用する人々もサービスの利用量と所得に応じた負担を行うとともに、国と地方自治体が責任を

もって費用負担を行うことをルール化して財源を確保し、必要なサービスを計画的に充実させる。 

④ 就労支援を抜本的に強化する。 

⑤ 支給決定の仕組みを透明化、明確化する。 

 

（３）福祉サービスの体系  

訓練等給付のサービスを利用する場合、障害支援区分は必要ありません。 

 

【サービス】（介護給付） 

項  目 内  容 支援区分 

① 居宅介護 

（ホームヘルプ） 
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う １以上 

② 重度訪問介護 

重度の肢体不自由又は重度の知的障害若しくは精神障害により、行

動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入

浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行

う 

４以上 

③ 同行援護 
視覚障害者により、移動に著しく困難を有する人に、移動に必要な情

報提供（代筆・代読を含む）、移動の援護等の外出支援を行う 
２以上 

④ 行動援護 
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避する

ために必要な支援、外出支援を行う 
３以上 

⑤ 重度障害者等包括支援 
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括

的に行う 
６以上 

⑥ 短期入所 

（ショートステイ） 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設

で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う 
１以上 

⑦ 療養介護 
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の

管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う 
５以上 

⑧ 生活介護 
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

とともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する 
３以上 

⑨ 施設入所支援 

（障害者支援施設での

夜間ケア等） 

施設に入所する人に、夜間、入浴、排せつ、食事の介護等を行う ４以上 
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【サービス】（訓練等給付） 

項   目 内    容 

① 自立生活援助 
一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応

により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行う 

② 共同生活援助 
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の

援助を行う 

③ 自立訓練 

（機能訓練） 

一定期間（標準利用期間は１年６か月）理学療法などの身体的なリハビリテーション

や歩行訓練、コミュニケーションなどの訓練を行う 

④ 自立訓練 

（生活訓練） 

自立した日常生活または社会生活を営むことができるように、一定期間（２年間）生活

能力の向上のための訓練を行う（身体障害者は生活訓練の対象ではない） 

⑤ 就労移行支援 
就労を希望する障害者に対して、一定期間（２年間）生産活動等の機会を提供し、就

労に必要な知識や能力の向上を図る訓練等を行う 

⑥ 就労継続支援 A 型 

（雇用型） 

雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる障害者であって、雇用に結び付かなかった

者に対して就労の機会や生産活動等の機会を提供し、就労に対する知識や能力の向

上を図る訓練を行う 

⑦ 就労継続支援 B 型 

（非雇用型）※ 

就労の機会を通じて生産活動に関する知識や能力の向上が期待される者であって、

雇用に結び付かなかった者に対して就労の機会や生産活動等の機会を提供し、就労

に対する知識や能力の向上を図る訓練を行う 

⑧ 就労定着支援 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う 

⑨ 就労選択支援 

・就労を希望する障害者が、自分にあった働き方を選択できるよう、就労アセスメントの

手法を活用して支援する（令和７年１０月から） 

・主に就労継続支援 A 型または B 型の利用を希望する場合に必要となる 

・在学中から利用可能 

※令和７年１０月以降、卒業後すぐの就労継続支援 B 型の利用は原則認められていません。事前に就労選択支援を受

ける必要があります。なお、令和９年４月以降は就労継続支援 A 型も同様の扱いとなります。 

 

 

 

【相談支援事業所利用までの流れ】   

 卒業後、障害福祉サービスを利用するには、相談支援事業所との契約が必要です。 

①市役所や町役場 ②相談支援事業所 ③相談支援事業所と契約 ④支援員が「支援計画（案）」 ⑤受給者証の交付 ⑥サービス事業所 

へ相談           へ連絡                                  を作成し、市町へ提出                        利用・通所開始 

 

 

 

①相談者が市役所・町役場へ相談・申し込みに行く。 

②市役所・町役場でもらった相談支援事業所一覧の中から自分で選んで決め、連絡し契約を行う。 

相談支援？ 

どこに？ 

http://search.yahoo.co.jp/r/_ylt=A2RCCbi5mlxe20QAZTGDTwx.;_ylu=X3oDMTFvMm10N2ZmBHBhdHQDcmljaARwb3MDMQRwcm9wA2lzZWFyY2gEcXADcWh2BHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=15v6hbit2/EXP=1583228025/**https%3A/search.yahoo.co.jp/image/search%3Frkf=2%26ei=UTF-8%26p=%25E5%25B8%2582%25E5%25BD%25B9%25E6%2589%2580%2B%25E3%2582%25A4%25E3%2583%25A9%25E3%2582%25B9%25E3%2583%2588
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1583213688/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5wcmVmLnRveWFtYS5qcC9jbXNfc2VjLzE3MTEva2owMDAxNTQ2OS5odG1s/RS=%5EADBSjMSV1bfNkbMXHYQhzfnp_mUGgc-;_ylt=A2RCL6_4mlxeyjQA_hqU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1583214005/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cua2FuZ28tcm9vLmNvbS9raS9pbWFnZV8xMzg0Lw--/RS=%5EADBImtDo5WodAUvSXwNtdxXlaponIA-;_ylt=A2RivdA1nFxe9HEALB.U3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1583214150/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9heDcuaW5mby9tb3VudGFpbmVlcmluZw--/RS=%5EADBiK08I4NdEkbRIU9kngdwWyoJI7E-;_ylt=A2Riol7FnFxegwEA7ziU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1583216224/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9ha2l5YS1tbXQuY29tL2FraXlhLWthbnJpLW1pYnVuc2hvdW1laXNoby1rZWlrby8-/RS=%5EADBoWoMWA5Jr8CLZdMZIZE00H4dCF4-;_ylt=A2RCA5TfpFxe0kkAjxSU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
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③希望する障害福祉サービスについての意向や希望などを伝え、それを基に相談支援員が支援計画（案）を

作成し、希望するサービス事業所と情報交換・共有を行う。 

④相談支援員が市町の窓口に支援計画（案）を提出する。 

⑤受給者証の交付。 

⑥サービス利用開始。 

 キャリア・パスポートについて  

 

◆キャリア・パスポートってなんだろう？ 

特別活動の学級活動・ホームルーム活動を中心に各教科と往還し、自ら

の学習状況やキャリア形成を見通したり振り返ったりしながら、自身

の変容や成長を自己評価できるよう工夫されたポートフォリオ（記録）

のこと 

 

◆どんなふうに取り組むの？ 

              教師や保護者が対話的に関わり、児童生徒一人一人の目標修正などを

支援し、個性を伸ばす指導を行う 

 

 

 

◆キャリア・パスポートの意義は？ 

  

 

 

 

  各教科等における学習や特別活動      キャリア・パスポート 

 

◆具体的にどのように実践するの？ 

 （様式について） 

  ・国や都道府県等が提供する各種資料等を活用しつつ、各地域、学校で連携しながら、柔軟な工夫を行うことが

期待される。 

 （工夫するところ） 

  ・児童生徒自らが記録するもので、学期、学年、入学から卒業までの学習を見通し、将来への展望を図ることがで

きるもの。 

  ・教科のみ、科目のみ、学校行事のみとならないように「教科学習」「教科外活動」「学校外の活動」の三つの視

点で振り返り、見通しがもてる内容にすること。 

  ・小学部から高等部卒業までの記録を蓄積することを前提とした内容にすること。 

  ・各シートは、Ａ４版に統一し、年間５枚程度とする。 

・大人（家庭・地域・教師）と一緒に児童生徒が対話的に関わることができるもの。 

 ☆障害のある児童生徒の将来の進路については、幅広い選択の可能性があることから、指導者が障害者雇用を

含めた障害のある人の就労について理解するとともに、必要に応じて労働局や福祉部局と連携して取り組むこと。 

キャリア教育の

充実！ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1578613765/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9qcC4xMjNyZi5jb20vcGhvdG9fODg1NTU0NzFfJUUzJTgzJTkxJUUzJTgyJUI5JUUzJTgzJTlEJUUzJTgzJUJDJUUzJTgzJTg4LSVFMyU4MyU4OSVFMyU4MiVBRCVFMyU4MyVBNSVFMyU4MyVBMSVFMyU4MyVCMyVFMyU4MyU4OC0lRTMlODIlQTIlRTMlODIlQTQlRTMlODIlQjMlRTMlODMlQjMtJUUzJTgzJTk5JUUzJTgyJUFGJUUzJTgzJTg4JUUzJTgzJUFCLSVFMyU4MiVBNCVFMyU4MyVBOSVFMyU4MiVCOSVFMyU4MyU4OC0lRTMlODMlODclRTMlODIlQjYlRTMlODIlQTQlRTMlODMlQjMlRTMlODIlOTIlRTUlODglODYlRTklOUIlQTIlRTMlODElOTclRTMlODElQkUlRTMlODElOTclRTMlODElOUYlRTMlODAlODIuaHRtbA--/RS=%5EADBNSSkn3DHxyiLaQ8.WnYgdgdvWnQ-;_ylt=A2RCL5qEahZe_yEAXxGU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1578614416/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucGhvdG9saWJyYXJ5LmpwL2ltZzYyNS8yMjU0NTNfNTcxMDAyOC5odG1s/RS=%5EADBaD40SSbh7pcbNG45xQHCZZLqE7w-;_ylt=A2RiomEPbRZek2UAXgSU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1578615955/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3RyYWluLmNvbS8_cD0xNzgxNQ--/RS=%5EADBH4AnTrYZXMHfdJhu_ASUvyAiDX8-;_ylt=A2RCA.QTcxZe6HcAVgmU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1578615987/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhc3V0b3lhLmNvbS8yMDE0LzA0L2Jsb2ctcG9zdF8zMTU5Lmh0bWw-/RS=%5EADB2fNLqzXxeiaobfSUxRMVj3Mva10-;_ylt=A2RivbIycxZe2XMAdiSU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1578613765/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9qcC4xMjNyZi5jb20vcGhvdG9fODg1NTU0NzFfJUUzJTgzJTkxJUUzJTgyJUI5JUUzJTgzJTlEJUUzJTgzJUJDJUUzJTgzJTg4LSVFMyU4MyU4OSVFMyU4MiVBRCVFMyU4MyVBNSVFMyU4MyVBMSVFMyU4MyVCMyVFMyU4MyU4OC0lRTMlODIlQTIlRTMlODIlQTQlRTMlODIlQjMlRTMlODMlQjMtJUUzJTgzJTk5JUUzJTgyJUFGJUUzJTgzJTg4JUUzJTgzJUFCLSVFMyU4MiVBNCVFMyU4MyVBOSVFMyU4MiVCOSVFMyU4MyU4OC0lRTMlODMlODclRTMlODIlQjYlRTMlODIlQTQlRTMlODMlQjMlRTMlODIlOTIlRTUlODglODYlRTklOUIlQTIlRTMlODElOTclRTMlODElQkUlRTMlODElOTclRTMlODElOUYlRTMlODAlODIuaHRtbA--/RS=%5EADBNSSkn3DHxyiLaQ8.WnYgdgdvWnQ-;_ylt=A2RCL5qEahZe_yEAXxGU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
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◆「キャリア・パスポート」の引継ぎ及び管理について 

・学校間の引継ぎ→原則、児童生徒を通じて行う。 

・学校内の引継ぎ→原則、教師間で行う。   

・管理については、進路指導部を中心に学校で管理を行う。 

◆キャリア・パスポートの一部を紹介 

 

【小学部】 

                        

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

               

【中学部】 

                                    

                                  

                                  

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

【高等部】 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

毎学期のはじめに①学習②生活③自

宅でがんばることの目標を立てる。 

学期の終わりに教師と一緒に目

標に対しての振り返りを行う。 

学期の終わりに教師と保護者か

らのコメントを記入する。 

中学部も基本的には小学部と

同じ方法で取り組む。 

高等部では、実態に応じて 3 

種類の様式を使い分けて記入

をする。働くために必要なチェ

ック項目を基に、学校や家庭

における具体的な目標を立て

ていく。 

小学部６年間のキャリア・パスポート

が中学部に引き継がれる。 

中学部３年間のキャリア・パスポ

ートが高等部に引き継がれる。 
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 中学部 令和９年度 特別支援学校高等部入学者選考の流れ  

 

【１・２年】 

７月中学部１・２学年進路説明会 

・全学年保護者対象の「高等部卒業後の進路等について｣の説明を聞く。 

・学校公開、体験入学、オープンスクールの希望についての説明を聞く。 

 

8 月～学校見学 

・興味や関心がある学校がある場合は、見学しておく。（各学校の学校見学会など） 

 

【３年】 

４～ ９月個人懇談 

・中学部卒業後の進路について、担任と検討する。  

 

９月体験入学 

・志願する学校の体験入学をする。 

 

９月進路面談 

・最終的な進路希望を決定する。（「進学希望校確認届」提出の準備） 

 

１０月「進学希望校確認届」提出 

    

１２月入試説明会 

・提出書類や出願、入学者選考検査の日程、注意事項の説明を受け、願書や写真票の作成、 

封筒等の準備を行う。 

      

１月願書等提出 

・願書や写真票の確認を担任と保護者で行い、願書等を提出する。 

 

      ２月高等部入学者選考検査受検 

・保護者引率で受検する。 

 

３月合格発表・合格者説明  

・高等部に関する説明を聞く。制服の採寸、支払い等をする。 
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 高等部 現場実習の流れ  

 

高等部では、３年間で５回の現場実習を実施します。 

１年生では「知る」、２年生では「広げる」、３年生では「決める」をテーマにして、進路実現に向けて学校を離れて

２～３週間、現場（事業所や企業）でそれぞれの目標達成に向けて取り組みます。 

 

【現場実習の目的】 

①自分に合った職種（作業内容）や職場（事業所）を探し、卒業後の進路先を考える。 

②自分の適性（良い点、課題）を知る。 

③日頃の学習の成果を、社会の場で発揮する。 

④学校では体験できないことを体験する。 

 

【実習先が決定するまでの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現場実習中の保護者の実習先訪問について】 

①事前挨拶（１回目） ②実習の様子を見学（２回目） ③評価会（３回目） 

・実習が始まる前に、本人、保護者、

担任で実習先へ挨拶に行き、実習内

容や日程等を確認します。 

・実習の様子を、担任と保護者で見

学に行きます。 

※担任が実習先と日程の調整を行

います。直接実習先へ見学について

の連絡をすることはお控えください。 

・実習最終日に評価会があります。 

※保護者から実習先への菓子折り等

のお礼は行わないでください。 

高等部段階では、卒業後の進路に向けて、一人一人の能力や適性に応じた自己選択・自己決定ができるように

支援していきます。    

「職業学習」や「現場実習」などでの経験を通して、その生徒に合った「働く力」を身に付けてほしいと願っていま

す。また、保護者の方を対象にした、進路説明会や事業所見学なども行っています。それらを通してお子様の将来の

生活を想像しながら、情報を収集していただけたらと思います。 

なお、進路先は本人・保護者が選択・決定することを原則としますが、できるだけ本人の適性を踏まえた進路先を

選択・決定できるように、学校としても情報の収集と提供に努めたいと考えています。 
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 高等部 卒業後の進路について  

 

卒業後の進路先は、主に次のように整理することができます。 障害福祉サービスを利用して働くことを「福祉的就

労」、企業で働くことを「一般就労」といいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 福祉的就労と一般就労の支援（サポート）体制について  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

なるほどぉ～ 一般就労を

すると給料は高いけどサポ

ートは少なくなるんだね 
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 高等部 卒業後の進路状況  

 

【日中活動の場】                   

 

 

 

 

 

 

 

 

【生活の場】 

 

 

 

 

 

 

 

 障害福祉サービス利用の手続きの流れ  

 
 
 
 

  
 

  
                     障害区分の判定   計画相談①   支給決定    計画相談②          計画相談③ 

 介護給付 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 訓練等給付 
 
 
 
 
  

 

進 路 先 Ｒ１ R２ R３ R４ R5 R6 R7 

一般企業 ３ ３ ３ １ 2 ５ 1 

就労継続支援Ａ型 １ ３ ３ ０ 0 １ １ 

就労継続支援Ａ型（非雇用） ０ １ ０ ０ 0 ０ ０ 

就労継続支援Ｂ型 ５ ５ ６ ７ 9 ７ 5 

就労移行支援 ０ ０ ０ ０ 0 ０ ０ 

生活介護 １ ２ ４ １ 3 ４ ４ 

自立訓練 ０ １ ０ ０ 0 ０ ０ 

合計 １０ １５ １６ ９ 14 １７ １1 

生活の場 Ｒ１ R２ R３ R4 R5 R6 R７ 

自宅 １０ １４ １４ ８ 14 １６ ８ 

グループホーム ０ １ ２ ０ 0 １ １ 

宿泊型自立訓練 ０ ０ ０ ０ 0 ０ ０ 

施設入所支援 ０ ０ ０ １ 0 ０ ２ 

その他 ０ ０ ０ ０ 0 ０ ０ 

合計 １０ １５ １６ ９ 14 １７ １１ 

各
市
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窓
口
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）
が
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ま
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町
で
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定 
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師
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意
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書 

認
定
調
査
（
聞
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取
り
） 

相
談
支
援
事
業
所 

サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
案
を 

立
て
る 

市
町
村 

サ
ー
ビ
ス
利
用
の
可
否
と
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日
数
な
ど
を
決
め
る 

 
 

受
給
者
証
の
発
行 

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画 

サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議 

事
業
所
や
施
設
と
契
約
す
る 

サ
ー
ビ
ス
利
用
が
で
き
る 

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
の
見
直
し 

（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
） 

生活介護（区分３～６） 

施設入所支援（区分４～６） 

短期入所（区分１～６）など 

就労移行支援 
就労継続支援Ａ型 
就労継続支援Ｂ型 
自立訓練     など 

※障害支援区分とは 

 障害支援区分とは、障害者に対する介護給付の必要度を表す

６段階の区分（区分１～６：区分６の方が高い）です。介護

給付の必要度に応じて適切なサービス利用ができるように

導入されました。 
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 高等部 卒業後の障害福祉サービス利用に向けた手続き等  

障害福祉サービス（生活介護、自立訓練、地域活動支援、就労継続Ａ型、就労継続Ｂ型、就労移行、 

グループホーム など）を利用する場合 

→手続きは、保護者が障害福祉課や相談支援員と相談して、冬休み中に市役所や町役場で行う。 

→準備物：印鑑、療育手帳 

  

【進路決定までの流れ】高等部３年時 

 

①現場実習（６月）→②現場実習（１１月） 

→③事業所側の受入承諾→④市役所や町役場で手続きを行う 

※事業所側から依頼があった場合には、必要に応じて特別実習（１～２月）を行うことがある。 

 

★卒業後に福祉サービスを利用する場合 

保護者が相談支援事業所を１か所選び、契約後、サービス等利用計画の作成を依頼する。 

 

★卒業後すぐに 生活介護事業所 を利用する場合 

→ 18 歳の誕生日から障害支援区分認定（医師の意見書が必要）のための手続きを、市役所や町役場で行

う。（市役所や町役場から通知がくる場合もある） 

 誕生日が１～３月の場合は、前もって１２月に障害支援区分認定の手続きを行うことができる。（区分認定に１

～２か月かかるため） 

 ※生活介護を利用するためには、区分３以上（３～６）が必要。 

 

★卒業後すぐに 就労継続支援 A 型・B 型 を利用する場合 

→ 令和 7 年 10 月から「就労選択支援」という新しいサービスがスタート。 

  高等部を卒業後すぐに、B 型または A 型の利用を申請する場合は、在学中に就労選択支援を受けることが

必要（B 型：令和 7 年 10 月から A 型：令和 9 年 4 月から、利用する場合は必要） 

 

就労継続支援 A 型・B 型を利用するまでの主な流れ 

（保護者） 

担任に相談 

→相談支援事業所・市区町村窓口で申請手続き 

→就労選択支援事業所と契約 

→アセスメント実施（学校・実習先での作業評価、ケース会議） 

→進路先への橋渡し 

 

※ 就労選択支援事業の詳しい内容・流れについては P１4〜1６「新制度 就労選択支援について」を参照 
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 一般就労・就労継続支援Ａ型利用までの流れ  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

                  

                   

 

 

 

 高等部卒業後の一般就労・就労継続支援Ａ型を利用する手続き等   

・一般就労、Ａ型事業所を利用する場合 → 手続きは、ハローワークを通して行う。 

 

 

前
期 

現
場
実
習 

 

後
期 

現
場
実
習 

進
路
面
談 

 

進
路
面
談 

 

１
月
～ 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
か
ら
の 

 
 

 
 

 

紹
介
状
を
も
っ
て
面
接 

７
月 

求
職
登
録 

※
（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
な
ど
の
関
係
機
関
見
学
） 

 

内 

定 
進
路
先
へ
の
引
継
ぎ 

本人、保護者 
担任、関係機関 など 

【進路決定までの流れ】高等部３年時 

 

★卒業後に 一般就労 をする場合 

①前期現場実習 → ②後期現場実習 → ③事業所側の受入承諾 → ④ハローワークで求人票を確認 

→ ⑤面接 → ⑥ハローワークなどの関係機関での手続き 

 

※必要に応じて特別実習（１～２月）を行う場合がある。 

１月以降に、ハローワークから紹介状を受け取り、進路先の企業へ面接に行く。 

 

★卒業後に 就労継続支援Ａ型 を利用する場合 

①前期現場実習 → ②後期現場実習 → ③事業所の受入承諾 → ④市役所や役場で手続きを行う 

 ＊①〜②の期間中、就労選択支援を受ける必要がある 

 

※保護者が相談支援事業所を１か所選び、サービス等利用計画の作成を依頼する。 

※卒業後就労継続支援 A 型事業所を利用の意向が固まった段階で、就労選択支援を受ける必要がある。 

 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
か
ら
の
求
人
票
を
確
認 

 
卒業後に就労継続支援Ａ型を利用する場合は、

就労選択支援を受ける必要がある 
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 新制度 就労選択支援 について  

 

１．就労選択支援とは？ 

障害のある方が、自分に合った「働く場」や「働き方」をより良く選択できるよう支援する新たな障

害福祉サービスです（障害者総合支援法に基づく）。令和７年（２０２５年）１０月１日から全国で

スタートしました。 

 

 

 

 

２．従来の就労アセスメントと就労選択支援との違い 

 従来の就労アセスメント 

（〜令和７年９月） 

就労選択支援 

（令和７年１０月〜） 

いつ？ 
・Ｂ型事業所希望者は在学中に実施 

・全学年で実施可能 

・在学中に複数回利用可能（実習中も可） 

だれが？ 

（実施者）？ 
・就労移行支援事業所 ・就労選択支援事業所 

どこで？ ・学校および実習先 ・学校および実習先 

何を？ ・作業観察、面談 

（内容は事業所により異なる） 

・作業観察、作業評価、面談、ケース会議

（必須）、アセスメントシート作成 

どのくらい？ 

（期間） 
・標準１か月間 ・原則１か月間（最長２か月間） 

 

３．就労選択支援の主な流れ（時和特別支援学校の場合） 

ステップ 時期（おおよその目安） 主な内容 

１.進路の方向性を確認 高等部２年後期実習後〜 

高等部２年１月面談 

（保護者） 

①実習の評価を踏まえて、進路の方向性に

ついて担任と話し合い、就労選択支援の利

用の有無を決定する 

２.利用手続き 高等部２年１月〜２月 （保護者） 

①相談支援事業所に、就労選択支援を利用

する意向を伝える 

②お住まいの市区町村窓口で申請を行う 

（学校） 

①就労選択支援事業所への連絡・調整を行

う 

就労選択支援は、就労の可否を判断したり、どの就労系障害福祉サービスを利用するかの

振り分けをしたりするものではありません。生徒本人が自分で進路を選ぶことを支援する

サービスです。 
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４．まとめ：本人の「働きたい」を支えるために 

就労選択支援は、進路を振り分けるためのものではありません。本人が自分の可能性を広げ、自信

をもって社会への一歩を踏み出すための考えるプロセスを支援するものです。就労選択支援を受ける

ことで、本人そして保護者の皆様が、このプロセスを通じて、お子様の新しい一面や、将来に向けた

具体的な配慮事項を共有できるようになることが期待されます。 

就労選択支援は令和７年１０月にスタートしたばかりの新しい制度です。地域によって事業所の整

備状況や運用の詳細が異なる部分もあります。分からないことやご不安なことは、行政の窓口やご利

用の相談支援事業所、学校にご相談ください。 

３．事業所との利用開始

手続き 

高等部２年３月〜 

高等部３年４月 

（保護者） 

①就労選択支援事業所との契約を行う 

（就労選択支援事業所） 

①事業所から保護者に、支援の内容、流れ

等について説明をする 

（学校） 

①契約の日程について、就労選択支援事業

所と保護者に連絡をとり、調整を行う 

４．作業場面等での評価

（アセスメント） 

高等部２年３月〜 

高等部３年夏頃 

（本人） 

①学校や実習先で、アセスメントを受ける 

（就労選択支援事業所） 

①日常の学校生活場面の観察や、実際の作

業を使った評価などをとおして、本人の得

意や苦手なこと必要な配慮等を把握する 

②ケース会議の日程について、相談支援事

業所や学校と日程調整を行う 

（学校） 

①就労選択支援事業所と評価の日程調整を

行う 

②ケース会議の日程について、就労選択支

援事業所や保護者と日程調整を行う 

５．ケース会議 アセスメント終了後 （本人および保護者） 

①ケース会議でのアセスメントの結果や助

言を、今後の進路選択に活かす 

（就労選択支援事業所） 

①アセスメントシートを作成し、ケース会

議で本人・保護者・学校・相談支援事業所

と結果を共有する 

（学校） 

①ケース会議でのアセスメントの結果や助

言を、今後の進路支援につなげる 
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（参考資料） 

本資料は以下の厚生労働省資料を基に作成しています。 

資料名 発行年 

就労選択支援実施マニュアル 令和７年 

各支援機関の連携による障害者就労支援マニュアル 令和７年５月改訂 

改訂版・就労移行支援事業所による就労アセスメント実施マニュアル 令和２年 

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56733.html 

 

 求職登録・重度判定について  

  

本校では、卒業後に一般就労と就労継続支援Ａ型利用を希望する生徒は、高等部３年時の夏休みにハローワー

ク長崎で求職登録を行う予定です。また、障害者雇用率制度・障害者雇用納付金制度などの雇用対策上の知的障

害者・重度知的障害者の判定（重度判定）を実施します。重度判定は、企業側が障害者を雇用しやすくするための

制度です。任意ですが、例年多くの方が受けられています。また、判定を受けない場合も企業から判定を受けるよう

求められる場合もありますので、受けていただくことをお勧めします。知的障害の程度は療育手帳の等級で区分され

ており、障害の程度が重度であることを表すＡ１、Ａ２の生徒は、この「重度判定」を受ける必要はありません。 

申し込みはハローワークで行い、実際に判定を行うのは、長崎障害者職業センターになります。判定は、最初に、ハ

ローワークが判定希望者が療育手帳を取得した判定機関に「ＩQ 照会」を行います。一定の基準を満たす生徒が、

重度知的障害者判定候補者となり、個別に「作業能力検査」と「社会生活能力検査」を受けます。保護者に対して

も簡単なヒアリングがあります。 

  最終的に、「重度知的障害者」と判定された者を１人雇用すると、障害のある人を２人雇用していると見なすこと

ができます（障害者雇用率制度におけるダブルカウント）。また、雇用したことによって事業所が受け取ることができ

る特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース）の支給期間が長くなったり、金額が増加されたりします。

判定を受けた者を雇用することは、事業所や企業にとって大きなメリットとなります。 

 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56733.html
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 高等部 卒業後の関係機関について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①長崎公共職業安定所（ハローワーク長崎） 

（概 要） 

求職者には、就職（転職）についての相談・指導、適性や希望にあった職場の職業紹介、雇用保険

の受給手続きや、求人の受理などのサービスを行います。 

 

②長崎障害者職業センター（職業センター） 

（概 要） 

ジョブコーチを派遣し、障害のある方及び事業主に対して障害特性を踏まえた直接的、専門的な援助

を行います。作業面や対人面などスムーズな職場適応や職業生活の安定を高めるための支援をきめ細や

かに実施します。事業主の方には、障害特性に応じた指導方法や職場でのサポート等についてのノウハ

ウの提供などの支援を行います。 

 

③障害者就業・生活支援センターながさき（通称：ナカポツ） 

（概 要） 

就職を希望されている障害のある方、あるいは在職中の障害のある方が抱える課題に応じて、雇用お

よび福祉の関係機関との連携の下、就業支援担当者と生活支援担当者が協力して、就業面及び生活面の

一体的な支援を行います。 
 
 
 
 
 
 

就労継続支援 A 型事業所や就労移行支援事業所には、職業指導員や生活支援員が在籍するので、職

業センターやナカポツのジョブコーチ支援等を受けることはできません。 
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 自立を目指す生活の場について  

 

◆宿泊型自立訓練事業所 

概 要 
家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談・助言 

などの必要な支援の下、共同生活を行う住まいの場 

利 用 対 象 者 

・自立訓練（生活訓練）の対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービス 

を利用している方であって、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供

し帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必

要な知的障害のある方または精神障害のある方 

一つの住居の利用者数 １０名または２０名 

具 体 的 な 支 援 内 容 
・生活訓練 ・入浴、整容、着替えなどの支援 

・生活等に関する相談、助言 ・健康管理 

利 用 料 平均４万～５万円 

利 用 可 能 年 数 上限２年 

 

◆グループホーム（共同生活援助） 

概 要 障害のある方が地域の中で家庭的な雰囲気の下、共同生活を行う住まいの場 

利 用 対 象 者 

・単身での生活は不安があるため、一定の支援を受けながら地域の中で暮ら 

したい方 

・一定の介護が必要であるが、施設ではなく、地域の中で暮らしたい方 

・施設を退所して、地域生活へ移行したいが、いきなりの単身生活には不安が

ある方など 

一つの住居の利用者数 平均５名程度 

具 体 的 な 支 援 内 容 介護を要しない方に対し、家事等の日常生活上の支援を提供 

利 用 料 平均６万～８万円程度 

利 用 可 能 年 数 上限なし 

 

◆アパート等での一人暮らし  

全国的に宿泊型自立訓練事業所やグループホームの数が不足し、利用を希望しても数年待たなければな

らないことも珍しくありません。自宅で自立に向けた準備をし、ホームヘルプ（居宅介護）を利用しなが

らアパート等での一人暮らしをする方もいます。 
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 特別児童扶養手当について  

 

通称「特児手当」といいます。国の制度で２０歳の誕生日前日まで支給されます。手続きについては、

住所地の市町の窓口で申請するようになっていますが、障害の程度や所得制限により受給できない場合も

あります。２級を受給できる障害の程度は中度となっています。以下、厚生労働省と長崎県のサイトの概

要を一部引用します。 

 

１ 目的 

  精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を

図ることを目的にしています。 

２ 支給要件 

  ２０歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。 

３ 支給月額（令和８年４月から適用） 

  １級（重度障害児） ５８，４５０円 、 ２級（中度障害児） ３８，９３０円 

４ 支払時期 

  特別児童扶養手当は、原則として毎年４月、８月、１２月に、それぞれの前月分までが支給されます。 

５ 所得制限 

  受給資格者（障害児の父母等）もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者（同居する父母

等の民法に定める者）の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。 

６ 支給手続 

  住所地の市区町村の窓口へ申請してください。 

 

特別児童扶養手当の申請には、医療機関の医師による「特別児童扶養手当認定診断書」（所定の様式）が

必要となります。必ずしもかかりつけの病院（医師）である必要はありません。病院の選択については先

輩の親御さん等、周囲の経験者の方と情報交換をしながら慎重に行うことが大切です。特別児童扶養手当

を受けていたことが、２０歳になってからの障害基礎年金の支給決定の審査の際の資料となります。まだ

受給されていない方（所得制限での不支給は含まず）は、以下の窓口に相談されることをお勧めします。 

 

【申請窓口】 

 窓  口 住  所 電話番号 

時津町 福祉課 西彼杵郡時津町浦郷２７４-１ ０９５-８８２-４５３３ 

長与町 こども政策課 西彼杵郡長与町嬉里郷６５９-１ ０９５-８８３-１１１１ 

長崎市 子ども政策課 長崎市魚の町４-１（２階） ０９５-８２９-１２７０ 

西海市 福祉課 西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷２２２２ ０９５９-３７-００６９ 
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 障害基礎年金について  

  

障害のある方が２０歳になると特別児童扶養手当はなくなり、ある一定の条件を満たすと障害基礎年金

を受給することができます。 

１級で月額約８6，０００円、２級で月額約６9，０００円です（令和 7 年４月分から）。障害基礎年金

の受給は親亡き後の生活を支える大切な権利です。受給するためには申請が必要ですので、２０歳になる

前までに準備をして必ず申請するようにしてください。 

 詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。 

 

 

＜参考資料＞ 

・厚生労働省 ホームページ 

・文部科学省 ホームページ 

・長崎県福祉保健部障害福祉課 ホームページ 

・日本年金機構 ホームページ 

・全国社会福祉協議会 ホームページ                        ※順不同 


